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※児童青少年課は廃止します

令和7年度
児童青少年課※
子育て支援課

令和8年度
こども・若者政策課
子育て支援課

組織改正令和
8年度

令和
7年度

令和令和88年度年度

こども健やか部の各課に分散していた企画・調整機能を「こども・若者政策課」
に集約します。「戸田市こども計画」の推進、少子化対策の企画、若者への
総合的な施策の展開などを行います。

子育て支援課と児童青少年課に
分かれている窓口業務を集約し
ます。

新たな行政課題に対して迅速かつ的確に対応するため、
4月1日（水）から新たな組織体制に変わります。今回は、
組織改正による主な変更点をご案内します。

子育てや若者に関して、複雑化する課題にスピーディーに対応するため、「子
育て支援課」と「児童青少年課」の機能を「こども・若者政策課」と「子育て
支援課」に再編します。また、再編に伴い、業務の担当課が変更となります。

“『このまちで良かった』みんな輝く 未来共創のまち とだ ”
の実現を目指し、組織体制を強化します

部署の垣根を越えて、こども・若者政策の推進体制を強化します！

ここが変わります！

●青少年団体の支援
●学童保育室　●放課後子ども教室
●児童センター
●青少年の居場所、青少年の広場

主な業務

●こども医療、児童手当
●ひとり親家庭等医療、児童扶養手当
●ファミリー・サポート・センター
●こどもの居場所

主な業務

●こども・若者支援の企画と調整
●青少年団体の支援　●児童センター
●こどもの居場所、青少年の居場所、青少年の広場
●ファミリー・サポート・センター

主な業務

●学童保育室　
●放課後子ども教室
●こども医療、児童手当
●ひとり親家庭等医療、児童扶養手当

主な業務

再 編

再 編

児童青少年課

こども・若者政策課こども・若者政策課

市役所本庁舎 フロアマップ
子育て支援課 こども・若者政策課

2階 3階

子育て支援課

子育て支援課子育て支援課

■問い合わせ　共創企画課（内線 413）

環境課の窓口
の位置が変わ
ります。

お知らせ

保険年金課

市民課

保育幼稚園課

障害福祉課 健康長寿課

都市交通課

環境課

吹き抜け

建築住宅課

協働推進課
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～～ああななたたのの投投票票がが未未来来をを決決めめるる～～
戸田市長選挙戸田市長選挙・
戸田市議会議員再選挙戸田市議会議員再選挙

■問い合わせ　選挙管理委員会（内線 606）

投票日時

投票できる方

不在者投票 投票所入場券

開票

期日前投票

3月22日（日） 午前7時～午後 8 時
次の全てを満たす方

①	満18歳以上
	 （平成 20 年 3月23日までに生まれた方）

②	令和 7年12 月14日（日）までに転入の届け出
をし、引き続き戸田市に住んでいる方

	 ※市外に転出した方は投票できません

市議会議員に 1名欠員が生じ
ているため、市長選挙と併せて
市議会議員再選挙を執行します。
※定数 1

投票できる方 投票方法

投票日に、各指定施設に
入院・入所中の方

都道府県の選挙管理委員会が指
定する病院や施設で投票

投票日にほかの市区町村
に滞在している方

滞在している市区町村の選挙管理
委員会で投票

・身体障害者手帳または
戦傷病者手帳を持ち、
一定の要件を満たす方

・要介護 5に該当する方

自宅などから郵便で投票
※事前の申請・登録が必要です。
詳しくはお問い合わせください

3月13日（金）頃までに送付
※未着、紛失などでお手元にない場合でも投票できます。
（投票所で選挙人名簿への登録の有無を確認します）

3月22日（日）午後8時50分～
市役所5階 大会議室

3月16 日（月）～21日（土）
開設期間や時間は期日前投票所により異なりますのでご注意ください。

詳しくは併せてお届けしたチラシや
戸田市選挙管理委員会ホームぺージをご覧ください。

期日前投票所 時間 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22
月 火 水 木 祝・金 土 日

① 市役所 1階　東側ロビー（上戸田1-18-1）
8:30 〜
20:00 投票日

当日

入場券に
印刷され
た投票所
でしか投
票できま
せん。

② 戸田公園駅前行政センター2階（本町4-15-11）
9:00 〜
20:00

③ 笹目コミュニティセンター（コンパル）1階（笹目3-12-1）
10:00 〜
19:00

④ 東部福祉センター2階　中会議室（下前 1-2-20）
10:00 〜
19:00

⑤
イオンモール北戸田 2階
フードコート前ブリッジ
（美女木東 1-3-1）

10:00 〜
19:00

のお知らせ


